
国土利用計画（全国計画）概要の比較

国土利用計画 第二次国土利用計画 第三次国土利用計画

閣 議 決 定 昭和５１年５月１８日 昭和６０年１２月１７日 平成８年２月２３日

１．国土の利用 ( ) 国土利用の基本方針 ( ) 国土利用の基本方針 ( ) 国土利用の基本方針1 1 1
に関する基本
構想

（基本理念） ・地域の自然的、社会的、経済 ・同左 ・同左
的及び文化的条件に配慮し
て、健康で文化的な生活環境
の確保と国土の均衡ある発展
を図る

（基本的条件） ・引き続き人口が増加し、都市 ・人口は、２１世紀初頭には減 ・高齢化、少子化の中で、人口
化が進展し、経済社会活動が 少局面、都市化は進展の速度 の増勢は大幅に鈍化、都市化
拡大することを考慮 を緩め、経済諸活動は安定的 は地方都市が拠点性を高める

に推移。当面の１０年間は、 が、全体としては進展の速度
都市化の進展、経済諸活動の は緩まる。経済諸活動は、構
拡大等が進むと予測 造変化を伴いながら、成熟化

に向かうと予測

（土地需要） ・土地需要については、極力土 ・土地需要の量的調整に関して ・土地需要の量的調整に関して
地の有効利用を促進し、可能 は、増勢は鈍化するものの、 は、増勢は鈍化するものの、
な限り、その節減を図らねば なお増加する都市的土地利用 なお増加する都市的土地利用
ならない について高度利用を促進する について高度利用及び低未利

ことにより効率化を図る。自 用地の有効利用を促進する。
然的土地利用については、自 自然的土地利用については、
然循環システムの維持に配慮 自然循環システムの維持に配
し、適正な保全を図る。 慮し、適正な保全と耕作放棄

地の適切な利用を図る。

（土地利用の転 ・土地利用の転換については、 ・土地利用の転換については、 ・土地利用の転換については、
換） 土地利用の可逆性が容易に得 土地利用の可逆性が容易に得 土地利用の可逆性が容易に得

られないこと及び利用の転換 られないこと等に鑑み、計画 られないことかつ生態系をは
に限界があることに鑑み、計 的かつ慎重に行う じめとする循環系に影響を与
画的な調整を図りつつ、慎重 えることから計画的かつ慎重
に行う に行う。

（質的向上） ・国土利用の質的向上に関して ・国土利用の質的向上に関して
は、災害に対して脆弱な構造 は、状況の変化を踏まえ、安
を持つ国土構造に鑑み、安全 全で安心できる、自然と共生
性を強化することが重要。 する持続可能な、美しくゆと
快適性及び健康性について りある国土利用といった観点
は、地域の自然的及び社会的 が重要である。
条件に則しつつ、国土の形成
を図る必要がある

（課題の実現） ・課題の実現に当たっては、低 ・課題の実現に当たっては、低
未利用地の利用促進を図ると 未利用地の利用促進を図ると
ともに、都市的及び自然的土 ともに、都市的土地利用と自
地利用が混在する地域におけ 然的土地利用が混在する地域
る利用区分ごとの土地の適切 における利用区分ごとの土地
な配置と組合せの確保を図る の適切な配置と組合せの確保

を図る

（配慮事項） ・今後の国土の利用に当たって
は、首都機能移転及び地方分
権の進捗状況を踏まえる必要
がある

( ) 地域類型別の国土利用の基 ( ) 地域類型別の国土利用の基3 2
本方向 本方向

・ 都市、農山漁村についての ・ 都市、農山漁村、自然維持
方向 地域についての方向

( ) 利用区分別の国土利用の基 ( ) 利用区分別の国土利用の基 ( ) 利用区分別の国土利用の基2 2 3
本方向 本方向 本方向

・ 農用地、森林、原野、水面 ・ 農用地、森林、原野、水面 ・ 農用地、森林、原野、水面
・河川・水路、道路、住宅 ・河川・水路、道路、住宅 ・河川・水路、道路、住宅
地、工業用地、公用・公共 地、工業用地、その他の宅 地、工業用地、その他の宅
用施設の用地、海岸及び沿 地、公用・公共用施設の用 地、公用・公共用施設の用

、 、岸域の基本方向を定める 地、海岸及び沿岸域の基本 地 レクリェーション用地
方向を定める 低未利用地、沿岸域の基本

方向を定める



国土利用計画 第二次国土利用計画 第三次国土利用計画

２．利用区分ご ( ) 国土の利用目的に応じた区 ( ) 国土の利用目的に応じた区 ( ) 国土の利用目的に応じた区1 1 1
と規模目標及 分ごとの規模の目標 分ごとの規模の目標 分ごとの規模の目標
び地域別概要 ・目標年次は、昭和６０年 ・目標年次は、昭和７０年 ・目標年次は、平成１７年

基準年次は、昭和４７年 基準年次は、昭和５７年 基準年次は、平成４年
・規模の目標は別表 ・規模の目標は別表 ・規模の目標は別表

( ) 地域別の概要 ( ) 地域別の概要 ( ) 地域別の概要2 2 2
・地域の区分は、三大都市圏 ・地域の区分は、三大都市圏 ・地域の区分は、三大都市圏
と地方圏 と地方圏 と地方圏

、 、 、 、 、 、 、 、 、・利用区分は 農用地 森林 ・利用区分は 農用地 森林 ・利用区分は 農用地 森林
原野、水面・河川・水路、 原野、水面・河川・水路、 原野、水面・河川・水路、
道路､宅地､その他､市街地 道路､宅地､その他､市街地 道路､宅地､その他､市街地
の概要等を記述 の概要等を記述 の概要等を記述

３．必要な措置 ( ) 公共の福祉の優先1
の概要 ( ) 国土利用計画法等の適切な ( ) 国土利用計画法等の適切な ( ) 国土利用計画法等の適切な1 1 2

運用 運用 運用
( ) 地域整備施策の推進 ( ) 地域整備施策の推進 ( ) 地域整備施策の推進2 2 3
( ) 土地利用に係る環境の保全 ( ) 国土の保全と安全性の確保 ( ) 国土の保全と安全性の確保3 3 4

及び安全の確保 ( ) 環境の保全と国土の快適性 ( ) 環境の保全と美しい国土の4 5
及び健康性の確保 形成

( ) 土地利用の転換の適正化 ( ) 土地利用の転換の適正化 ( ) 土地利用の転換の適正化4 5 6
( ) 土地の有効利用の促進 ( ) 土地の有効利用の促進 ( ) 土地の有効利用の促進5 6 7
( ) 国土に関する調査の推進 ( ) 国土に関する調査の推進及 ( ) 国土に関する調査の推進及6 7 8

び成果の普及啓発 び成果の普及啓発
( ) 指標の活用9

別表 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 （単位：万 、％）ha
構 成 比 構 成 比 平成４ 構 成 比昭和 昭和 昭和 昭和 平成47 60 57 70 17
年 ６０年 年 ０年 年47 57 177 ４年

599 611 15.9 16.2 554 599 14.7 14.8 525 499 13.9 13.2農 用 地
573 585 15.2 15.5 543 550 14.4 14.6 516 490 13.7 13.0農 地
26 26 0.7 0.7 11 9 0.3 0.2 9 9 0.2 0.2採草放牧地

2523 2482 66.9 65.7 2533 2535 67.0 67.1 2520 2522 66.7 66.7森 林
56 26 1.5 0.7 32 23 0.8 0.6 27 23 0.7 0.6原 野
112 117 2.9 3.1 131 136 3.5 3.6 132 135 3.5 3.6水面･河川･水路
91 112 2.4 3.0 103 127 2.7 3.4 117 137 3.1 3.6道 路
111 148 2.9 3.9 145 170 3.9 4.4 165 185 4.4 4.9宅 地
88 114 2.3 3.0 90 106 2.4 2.8 99 110 2.6 2.9住宅地
13 20 0.3 0.5 15 17 0.4 0.4 17 18 0.5 0.5工業用地

40 47 1.1 1.2 49 57 1.3 1.5その他の宅地
10 14 0.3 0.4事務所店舗等
282 282 7.5 7.4 280 230 7.4 6.1 292 278 7.7 7.4その他
3774 3778 100.0 100.0 3778 3780 100.0 100.0 3778 3779 100.0 100.0合 計

市街地 ― ― ― ― ― ―64 116 100 133 117 140


